
 
 
 
 

 

 
 
 

                  
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 

 平成２２年度 決算情報 

ミニディスクロージャー誌 

佐渡農業協同組合 

プロフィール 

設 立  平成５年８月１日 

本 店 所 在 地  新潟県佐渡市原黒 300-1 

出 資 金  ２６億円 

総 資 産  １，１９０億円 

組 合 員 数 
 １４，４４８人 
（正組合員 9,765 人・准組合員 4,683 人） 

職 員 数  ４８１人 

店 舗 数  本店、支店 ９店、出張所 ３店 

 

 



 
 
主要勘定の推移 
 

 Ｈ20 年度末 Ｈ21 年度

 

Ｈ22 年度末 

貯 金 107,390 108,786 108,515 

預 け 金 73,689 75,273 75,349 

貸 出 金 18,781 17,429 18,130 

有 価 証 券 13,427 14,142 12,911 

 

 
 
 
 
 
収益等の推移 

(単位：百万円) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

自己資本比率の推移 
(単位：百万円、％) 

 

 

 

 

 

 

○当 JA の自己資本比率は１５．７５％であり、国内基準（４％）及び国際統一基準（８%）を上回る財務基盤を維持しています。 

 

 

 

 Ｈ２０年 度 末 Ｈ21 年 度 末 Ｈ22 年 度 末 

経 常 収 益 9,552 9,222 9,164 

経 常 費 用 9,492 9,026 9,056 

経 常 利 益 60 196 108 

当 期 剰 余 金 75 254 117 

未処分剰余金 196 299 176 

 Ｈ２０年 度 末 Ｈ21 年 度 末 Ｈ22 年 度 末 

自己資本額（Ａ） 5,560 5,782 5,872 

リスクアセット（Ｂ） 38,106 37,017 37,262 

自己資本比率 

（Ａ）÷（Ｂ）×100 
14.59 15.62 15.75 

平成２２年度ＪＡ佐渡の経営状況は次のとおりです。 

○貯金残高は、個人貯金の資金シフトにより前年比 99.8%と計

画達成はできませんでした。 
○預け金残高は、前年同月比 7.6 千万円の増加となりました。 
○貸出金残高は、住宅ローンを中心に各種ローンの相談・営業

により伸長を図りました。 
○有価証券残高は、市場動向等を踏まえ売却、金利低下による

購入抑制により、前年比 12 億円減少しました。 

○市場金利の低下等により経常利益は減少しましたが、経常費用等の

圧縮に努め計画を上回る決算内容となりました。 

（単位：百万円） 
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※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

○出資金や利益準備金、諸積立金等の自己資本額を「分子」に、資産のリスクに応じてウエイトづけをした総資

産等（リスク・アセット）を「分母」として算出しています。 
※リスク・アセットとは…万一の場合、貸し倒れの危険性がある資産を項目ごとに貸し倒れのリスクに応じた掛目（リスクウェイト）を乗じた

総額をリスク・アセットといいます。 

 

自己資本比率の算出方法について 

 

（百万円） 



不良債権の状況 

金融再生法開示債権の推移 

（単位：百万円） 
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開示債権と保全の状況（平成 22 年度末） 
 厳格な自己査定を実施し、担保・保証等による保全のない部分に対しては適正な償却・引当等を行うなど、資産の健全性の確保に努めてい

ます。 

（単位：百万円） 

自己査定と保全の状況 金融再生法開示債権 リスク管理債権 

債 務 者 区 分 残高 A 担保等保全額 B 貸倒引当金 C 保全率（B+C）÷A 区分 残高 区分 残高 

破 綻 先 67 
146 216 100.00％ 

破産更生等 

債 権 
303 

破綻先債権 38 

実 質 破 綻 先 295 
延滞債権 407 

破 綻 懸 念 先 190 167 19 97.85％ 危険債権 145 

要
注
意
先 

要管理先 135 77 0 57.36％ 
要管理債権 49 

３ ヵ 月 以 上 延 滞 債 権 0 

貸出条件 

緩和債権 
49 

その他要注意先 499  

正常債権 19,437 
合計 494 

正 常 先 21,308      

合 計 22,496    合  計 19,934   

 
 
リスク管理債権について 
１．破綻債権とは･･･元本又は利息の支払の延滞が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないもの

として未収利息を計上しなかった貸出金のうち、法人税 法施行令第 96 条第 1 項第 3 号のイからホまでに掲げる事由又は同項第 4 号に規定する 事

由が生じている貸出金をいいます。 

２．延滞債権とは･･･未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払いを猶予したも

の以外の貸出金をいいます。 

３．3 ヵ月以上延滞債権とは･･･元本又は利息の支払いが約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している貸出金で、破綻先債権及び延滞債権に該当し

ない貸出金をいいます。 

４．貸出条件緩和債権とは･･･債務者の再建又は支援を図ることを目的として、金利減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務

者に有利となる取決めを行った貸出金で、破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない貸出金をいいます。 

金融再生法開示債権について 
１．破産更生債権及びこれらに準拠する債権とは･･･法的破産等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいいます。 

２．危険債権とは･･･経営破綻の状況には陥っていないが、財政状態の悪化等により元本及び利息の回収ができない可能性の高い債権をいいます。 

３．要管理債権とは･･･３ヵ月以上延滞貸出債権及び貸出条件緩和貸出債権をいいます。 

４．正常債権とは･･･上記以外の債権をいいます。 

 

 Ｈ 2 1 年 度 末 Ｈ 2 2 年 度 末 

破 産 更 生 等 債 権 ① 326 303 

危 険 債 権 ② 90 145 

要 管 理 債 権 ③ 29 49 

小計（①＋②＋③＝A） 445 497 

正 常 債 権 ④ 18,9７7 19,437 

債 権 額 合 計 （A＋④＝B ） 19,422 19,934 

債権額に占める開示債権の 

割合（A÷B×100） 
2.29％ 2.49％ 

（百万円） 



 

有価証券等時価情報 

（単位：百万円） 

保有区分 
平成２１年度末 平成２２年度末 

取得価格 時 価 評価損益 取得価格 時 価 評価損益 

売買目 的 - - - - - - 

満期保有目的 6,213 6,377 164 5,815 5,928 112 

そ の 他 7,720 7,928 208 6,938 7,096 157 

合 計 13,933 14,305 372 12,753 13,024 269 

 
 

 

 

 

当ＪＡの資金は、その大半が組合員のみなさまなどからお預かりした、大切な財産である「貯金」を財

源とし、これを生産拡大等の設備投資を必要とする組合員の皆様等に資金としてご利用いただいておりま

す。また、佐渡においては、農業が島の経済に及ぼす影響が大きく、地域農業の維持発展を通して地域に

貢献していくという社会的責任を担っております。  

 

 

地域からの資金調達の状況 

組合員・地域のご利用者の皆様に信頼され、大切な財産（貯金）を預かりしております。 

                    （ 単位:百万円） 
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地域への資金供給の状況 

 組合員の皆様をはじめ、地域の皆様に必要な資金をご融資し、地域経済の発展に貢献しております。 

（単位:百万円）    
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種  類 残  高 

組 合 員 85,757 

地 方 公 共 団 体 等 3,919 

そ の 他 18,838 

合   計 108,515 

種  類 残  高 

組 合 員 8,899 

地 方 公 共 団 体 等 5,088 

そ の 他 4,143 

合   計 18,130 

（注）１．有価証券の時価は期末時（2 月末）における市場価格等によっております。 

地域経済への貢献 

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 



 
主な農業関係の貸出金残高（資金種類別） 

〔貸出金〕            （単位：百万円） 〔受託貸付金〕        （単位：百万円） 
種   類 件数 貸出金額 種   類 件数 貸出金額 

プロパー資金 965 1,113 日本政策金融公庫資金 99 262 

農業制度資金 36 175  その他 1 4 

その他制度資金等 102 267    

合     計 1,103 1,555 合   計 100 266 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

当ＪＡは、地域金融機関としてどなたからも身近で、親しまれ、選ばれる金融機関であるため

に経営ビジョンである「地域の未来を育むＪＡ」をめざして、広く地域社会に貢献すべく、次の

ような活動を取り組んでいます。 

◆当 JAのボランティア組織「ほほえみ会」は利用会員４名の方々に延べ３５８日の家事援助等のサービスを

提供するなど、地域の高齢者福祉活動に積極的に取り組んでいます。  

◆青年部や女性部組織による心身障害者施設等への慰問活動を毎年実施しています。 

◆島内の子供たちが安心して生活できるために「こども１１０番」の取り組みを実施しています。 

◆各支店を中心に実施する夏祭りなど地域住民との 

ふれあいを大切にしています。               

◆毎年３月と８月の年２回の「環境美化ボランティア」 

を実施し、全島的な美化活動に取り組んでいます。   
                     
                     
 
 

社 会 的 貢 献 活 動への取り組み 

１．プロパー資金とは，当組合原資の資金を融資している

もののうち，制度資金以外のものをいいます。 

２．農業制度資金には，①地方公共団体が直接的または間

接的に融資するもの，②地方公共団体が利子補給等を行

うことで JAが低利で融資するもの，③日本政策金融公庫

が直接融資するものがあり，ここでは①の転貸資金と②

を対象としています。 

３．その他制度資金には，農業経営改善促進資金(スーパー

Ｓ資金)や農業経営負担軽減支援資金などが該当します。  

 

１．日本政策金融公庫資金は，農業（旧農林漁業金

融公庫）にかかる資金をいいます。 

※記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しています。 

 
（環境美化ボランティアの様子） 



 
 
 
 
 

JAバンクは、JAバンク会員（JA・信連・農林中金）で構成するグループの名称であり、組合員・利用者
のみなさまに便利で安心な金融機関としてご利用いただけるよう、JAバンク会員が一体的に取り組む仕組
みを「JAバンクシステム」といいます。 
「JAバンクシステム」は、JAバンクの信頼性を確保する「破綻未然防止システム」と、スケールメリット
ときめ細かい顧客接点を活かした金融サービス提供の充実・強化を目指す「一体的事業推進」の2つを柱で
成り立っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様の大切な貯金を安心バンク、ＪＡバンクが守っています。 

行   政 

全中・中央会 

全国監査機構 

系統債権管 
理回収機構 

貯金保険機構 

ＪＡバンク 
支援協会 

連 携 

協力・連携、 

経営改善指導 

ＪＡバンク基本方針 

組合員・利用者の皆様 

農林中金への指導

権限の付与など 

再編強化法（農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律） 

ＪＡ 
信連 

（ＪＡバンク県本部） 

農林中金 
（ＪＡバンク中央本部） 

破綻時の支援 

 

破綻未然防止の支援 

不良債権の 

管理・回収 

 

安  心 
ＪＡバンク会員 

の経営健全確性 

便  利 
金融サービス 

の提供の充実 

・JA等の経営状況のモ
ニタリング 

・JA等に対する経営改
善指導 

・JAバンク支援基金等
による資本注入など
のサポート等 

・実質的に一つの金融
機関として機能する
ような運営システム
の確立 

・共同運営システムの
利用 

・全国どこでも統一さ
れた良質で高度な金
融サービスの提供 

破綻未然防止システム 一般的事業推進 

ＪＡバンクシステム 

ＪＡバンク・セーフティーネット 

貯金保険制度 破綻未然防止システム ＋ 

●貯金者を保護するための国の公的な制

度で、貯金保護の範囲は「預金保険制度」

と同じです。 

●貯金業務を取り扱う全てのＪＡ・県信

連・農林中央金庫などが加入していま

す。 

●全国のＪＡバンクが協力して個々のＪＡを

支援する、独自の制度である「相互援助制

度」を一層充実・強化しています。 

●「破綻未然防止システム」とは、ＪＡの経

営状況のチェック（モニタリング）、経営改

善への取り組み、「ＪＡバンク支援基金」に

よるサポートを行う仕組みです。 

 


